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Evolution of Sendai City Planning
［ 都　市　計　画　の　変　遷 ］

4 City Outline 5都市計画の変遷

都市計画法以前の街づくり

戦前の都市計画

戦後の都市計画

　仙台市基本計画は、仙台の目指す都市の姿と、その実現に向けた
施策の方向性を示したまちづくりの指針であるとともに、先を見通すこ
とが困難なこれからの時代においても、仙台に関わるすべての方 と々
まちづくりの歩みをともに進めていくことを目的に策定しています。
　計画期間
　計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間としています。
　また、基本計画は行政運営の長期的な指針となるものであるため、
目指す都市の姿については、21世紀半ばを見据えるものとしています。
　まちづくりの理念
　仙台がこれまで培ってきた都市個性を深化させ、掛け合わせ、相乗
効果を生み出すことで「杜の都」を新しいステージに押し上げる挑戦を
はじめるという想いのもと、「挑戦を続ける、新たな杜の都へ～“The 
Greenest City” SENDAI～」をまちづくりの理念として掲げています。
　持続可能な未来へ、「杜の都」と呼ばれる仙台のまちを、世界に誇
れる場所として未来に引き継ぐため、「杜の都」と親和性のあるGreen
という言葉に、大切にしていきたい様々な意味を込め、常に高みを目指
す姿勢の象徴として、最上級を表す「est」を付した“The Greenest 
City”というまちづくりの方向性を定めています。
　目指す都市の姿

　チャレンジプロジェクト
　本市のみならず、住民や地縁団体を中心に多様な力を合わせなが
ら、仙台の特性を最大限に活かして重点的に取り組む８つのチャレン
ジプロジェクトを掲げています。

　地域づくりの方向性／区ごとの地域づくりの方向性
　複雑化・多様化する地域の実情に応じた取り組みを進め、住みよい
地域の実現を目指すため、４つの「地域づくりの方向性」を示すととも
に、地域のより詳細な特性を踏まえた「区ごとの地域づくりの方向性」
も定めています。
　未来をつくる市政運営
　まちづくりの理念の実現に向けた本市の基本姿勢や都市構造形
成の方針、取り組む施策を示しています。
　計画の推進
　基本計画の推進に向けた取り組みや進行管理の方針を示してい
ます。

　本市は、1600年伊達政宗の青葉山築城の際、広瀬川左岸の
段丘の大手前付近から東北東を見通す大町の線と芭蕉の辻で大
町と直行する国分町、南町の線を基線として碁盤目状に町割り
を行ったものが今日の街づくりの基礎となっています。
　明治時代の中頃までは、芭蕉の辻を中心とした国分町、大町
が老舗豪商の町として、また、官庁、会社、駅場の町として繁
栄してきましたが、明治20年（1887年）上野一仙台一塩釜間
に鉄道が開通し、国分町の駅場の町は廃止され、その後仙台停
車場と市街地を結ぶ名掛丁・新伝馬町、元寺小路に商店が軒を
ならべるようになリ、新興商人が台頭してきました。

　大正12年旧都市計画法の適用都市として指定を受け、同14
年仙台市全域を含む一市三町村面積約52.88k㎡が都市計画区
域として決定され、都市計画に基づく街づくりが始まりまし
た。開発整備を考えるべき範囲は、市の中心部まで30～40分
で到達できる距離として、芭蕉の辻から半径3.5kmの円を基本
にしており、台原、荒巻等を市街地の限界とし、東部南部方面
に将来の工業地帯を指向していました。また昭和２年都市計画
街路（38路線）の決定、昭和４年市街地建築物法に関連する
用途地域の指定、昭和８年風致地区（８地区）の指定等が都市
計画として定められました。

○戦災復興計画
　第二次世界大戦で仙台駅西部の行政、商業等の中心市街地と
その周辺住宅地等が被災しましたが、昭和21年特別都市計画
法が公布され、この法律に基づき復興土地区画整理区域
（291.1ha）、都市計画街路（25路線）、都市計画公園緑地
（13箇所）が決定され、戦災復興事業が実施されることにな

りました。この結果、青葉通、定禅寺通、東二番丁通等の広幅
員の道路や勾当台公園、西公園等が整備され、都心部は旧来の
城下町的様相を残しつつ、近代的な市街地に生まれかわリまし
た。また、主要幹線道路の無電柱化やけやき並木等の植樹は、
今日見る都市景観の基礎となっています。
○戦後の都市計画見直し
　戦後の社会情勢や本市の発展動向等の変化により、土地利用
の適切な見直しの必要性がでてきました。同時に新しい法制度
として昭和25年に建築基準法が公布され、これに即して同28
年に防火地域が指定（昭和23年には建設省規則により準防火
区域が指定されています。）されました。また、市街地配分計
画及び土地利用計画の検討を行い昭和30年には用途地域が変
更されました。
　都市計画道路は、昭和29年に71路線、総延長193,177mが
変更・決定されましたが、これは道路網構成の理想形式とされ
る格子型、放射型に環状型を組み合わせたものです。

■まちづくりの理念と目指す都市の姿の概念図

仙台市基本計画【令和3年3月策定】

⑤笑顔咲く子どもプロジェクト
⑥ライフデザインプロジェクト
⑦TOHOKU未来プロジェクト
⑧都心創生プロジェクト

①杜と水の都プロジェクト
②防災環境都市プロジェクト
③心の伴走プロジェクト
④地域協働プロジェクト

■明治元年現状仙台城市之図

■旧仙台都市計画街路網図（昭和2年決定）

　本市がこれまで培ってきた強みでもある「環境」「共生」「学び」「活
力」の4つの都市個性を見つめ直し、それぞれを深化させた「杜の恵み
と共に暮らすまちへ」「多様性が社会を動かす共生のまちへ」「学びと
実践の機会があふれるまちへ」「創造性と可能性が開くまちへ」の4つ
を目指す都市の姿としています。

　都市の姿の実現に向けては、危機に対しても安全・安心な生活基
盤を守り抜くため、幅広い分野にデジタル技術を積極的に取り入れる
など、社会の変化への対応力をさらに高めていくこととしています。
　また、緑豊かな自然と都市機能が調和する仙台の優位性に磨きを
かけ、内外に発信することで、多くの人を惹きつけ、選ばれる都市となる
ことを目指しています。

【目指す都市の姿を実現するための強み】

【理念】

仙台が誇る強みを磨きあげ、多くの方から選ばれる都市へ

■ 「協働」のまちづくり
■ 共生社会の構築

■ 広域的な都市基盤
■ 都市機能の集積

活力

■ 豊かな学びの環境
■ 若者が集まる都市

■ 「杜の都」のまちづくり
■ 環境負荷の小さな都市

【目指す都市の姿】

杜の恵みと共に
暮らすまちへ 

多様性が社会を
動かす共生のまちへ

学びと実践の機会が
あふれるまちへ

創造性と可能性が
開くまちへ  

◆豊かな自然・市民の暮らし・都
市機能が調和した、風格を備
え住みよさを実感できるまち
◆災害対応力を備え、国内外の
防災力の向上に貢献できる
まち

◆子どもたちが健やかに育ち、
学ぶ喜びを実感できるまち

◆すべての人に成長の機会があ
ふれ、東北や世界の未来にも
貢献する人材を次 と々輩出す
るまち

◆心と命を守る支えあいのもと、
多様性が尊重され、誰もが安
心して暮らすことができるまち

◆一人ひとりが持つ多様な価値
観・経験を社会全体の力に変
えるまち

◆新たな価値を生む創造性が開
かれ、地域経済の活性化・社会
課題解決・東北の活力につな
がるまち
◆グローバルな経済活動や多
彩な交流が生まれるまち

Green⇒自  然 Green⇒成  長

Green⇒心地よさ Green⇒進  め！

挑戦を続ける、新たな杜の都へ
～“The Greenest City” SENDAI～

共生 学び

環境
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6 Evolution of Sendai City Planning 7都市計画の変遷

高度成長時代の都市計画
　昭和30年代に入ると、工業開発が中心課題となり、昭和39
年に「仙台湾地区」16市町村（当時）が新産業都市に指定さ
れ仙台新港の建設や東部の産業地区の整備が急速に進められ、
これに伴い仙台市への人口集中や市街地のスプロール、交通渋
滞、自然環境の悪化等の都市問題が顕在化してきました。これ
に対処するためには、隣接市町村を含めた一体的な都市計画の
策定が必要になり、昭和41年都市計画区域は仙台市の全域と
泉町、宮城町、秋保村の各一部で構成される区域約432.95k㎡
に変更され、同時に用途地域の変更と空地地区が決定されまし
た。昭和42年には防火地域と準防火地域も変更されました。
　道路計画については、昭和37年のOD調査の成果をもとに将
来交通量の推計を行い、道路の拡幅や新規道路の計画を検討
し、昭和41年76路線総延長284kmを決定しました。

新都市計画法制定後の都市計画
　昭和30年代後半以降、全国的にも都市問題が顕在化し、そ
の解決のため新しい都市計画法が昭和44年に施行されまし
た。この法律に基づき、昭和45年には広域的な都市計画行政
を行うため仙塩地区13市町村を一つの都市計画として仙塩広
域都市計画区域約804.86k㎡が決定され、併せて市街化区域及
び市街化調整区域の最初の線引きが決定されました。また、同
年、建築基準法も改正され、これに基づき昭和48年に、８種
類の用途地域、及びこれと連動した建蔽率と容積率、特別用途
地区、高度地区、防火地域及び準防火地域が決定されました。
その後市街化区域及び市街化調整区域の見直しと、それに伴う
地域地区の変更を昭和52年、昭和59年、平成3年、平成9年、
平成16年、平成22年、平成30年に行ってきました。
　その間、国においても都市計画法と建築基準法の改正を行
い、昭和55年には良好な市街地環境を形成するため、地区の
特性に応じたきめ細かな街づくりを行う手法として地区計画制
度が創設され、本市においては昭和60年に最初の決定を行
い、現在117地区を決定しています。また、平成４年には用途
地域の細分化（12種類）と市町村の都市計画に関する基本的
な方針の創設等が行われ、平成８年３月に用途地域の細分化を
含め地域地区の見直しを行いました。

■仙台都市計画復興土地区画整理事業

［施行区域整理前図］ ［施行区域整理後図］

■ mk（ ）粋抜（遷変の区地域地び及域区画計市都 2）
都市計画区域名 仙台都市計画区域 仙塩広域都市計画区域

指 定 時 期 T14.3 S3.4 S4.7 S16.9 S30.3 S41.3 S45.8 S48.12 S52.7 S59.1 S62.11 S63.3 H3.3 H8.3 H9.5 H16.5 H22.5 H24.9 H25.10 H30.5

全 計 画 区 域 52.88 52.88 52.88 188.21 188.21 432.95 804.86 804.86 801.07 836.81 836.81 836.81 836.81 892.31 836.71 838.19 892.31 892.31 892.31 889.34

う ち仙台市域内 17.62 50.64 50.64 185.03 185.03 236.85 236.88 236.88 237.05 237.05 347.21 440.84 440.84 442.93 440.84 442.84 442.93 442.93 442.93 442.96

市 街 化 区 域 116.78 116.78 118.37 118.44 131.86 169.13 171.04 179.61 175.03 180.01 178.92 179.61 180.35 180.06

市 街化調整区域 120.10 120.10 118.68 118.61 215.35 271.71 269.80 263.32 265.81 262.83 264.01 263.32 262.58 262.90
用 途 地 域 （住居地域） （住居地域のうち住専） （ 第 一 種 住 居 専 用 地 域 ） 第一種低層住居専用地域

9.11 ̶ 25.88 28.14 29.83 25.88 25.85 24.71 30.79 50.21 51.33 51.48 53.54 56.72 54.33 55.05 55.79 54.63

第二種低層住居専用地域

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.59

（ 第 二 種 住 居 専 用 地 域 ） 第一種中高層住居専用地域

11.55 13.31 14.17 16.61 20.21 20.31 6.91 7.05 7.40 7.45 7.33 7.33 7.33

第二種中高層住居専用地域

14.32 15.05 15.40 15.33 15.33 15.37 15.69

（住居地域） （ 住 居 地 域 ） 第 一 種 住 居 地 域

60.35 48.85 36.08 39.10 40.17 44.82 55.23 55.20 27.94 27.11 27.70 28.09 28.47 28.94 29.52

第 二 種 住 居 地 域

26.55 25.77 26.13 25.62 25.62 25.62 25.09

準 住 居 地 域

0.63 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64

（ 商 業 地 域 ） （商業地域） （ 近 隣 商 業 地 域 ） 近 隣 商 業 地 域

5.02 ̶ 5.50 14.08 14.08 7.80 7.91 5.03 8.23 9.31 9.38 10.60 9.12 9.36 9.50 9.58 9.73 9.73

（ 商 業 地 域 ） 商 業 地 域

8.20 8.16 8.17 8.18 8.92 8.92 8.96 8.82 8.82 9.37 9.37 9.37 9.37

（ 準 工 業 地 域 ） （準工業地域） （ 準 工 業 地 域 ） 準 工 業 地 域

̶ ̶ 2.51 0.70 0.70 5.50 6.51 6.52 6.52 7.48 7.73 8.63 8.77 10.58 11.34 11.47 11.34 10.98

（ 工 業 地 域 ） （工業地域） （ 工 業 地 域 ） 工 業 地 域

1.43 ̶ 7.24 10.13 6.33 4.90 4.16 3.40 3.40 3.40 3.40 5.45 5.06 4.96 4.18 4.18 4.17 4.59

（工業専用地域） （ 工 業 専 用 地 域 ） 工 業 専 用 地 域

15.72 15.72 15.59 13.37 13.27 13.27 14.38 14.79 13.39 14.07 12.25 13.02 12.52 12.50 12.43

未 指 定 0.78 1.28 1.28

摘 要

都市計画
区域決定

都市計画
事業の決定

線引き
制度導入
S45.8.31

第 1回定期
見直し

第2回定期
見直し

第3回定期
見直し

第4回定期
見直し

第5回定期
見直し

第6回定期
見直し

第7回定期
見直し

都市計画
地域の指定
（用途地域）

空地地区
の決定

宮城町と
合併

泉市・
秋保町と
合併

8用途地域
から12用
途地域へ
H8.3.29

全体面積
を精査

都計道の
見直しに
伴う変更

都計道の
見直しに
伴う変更

※1　平成 30年 4月 1日より用途地域に新たに「田園住居地域」が創設された。本市では現時点で未指定。
※2　同時に建築基準法が改正され、建ぺい率、容積率が決定。

■土地利用計画（昭和41年）  ■街路網の構成（昭和41年）  

住宅地区

商業地区

工業地区

文教地区

国道48号

文教地区

住宅地区

住宅地区

住宅地区

住宅地区↑

仙台市域界

住宅地区

工業地区

商業地区 商業地区

商業地区

生産緑地
準工業地域

流通センター

仙台新港

国道
45号

工
業
地
区

国
道
４
号

都市計画区域界
国道、主要県道
市の計画道路30ｍ以上
市の計画道路20ｍ以上

仙台新港

都市計画区域
界

国道48号

東
北
縦
貫
自
動
車
道

国
道
４
号

国道4
5号

仙
台
バ
イ
パ
ス

国道2
86号

戦災復興
に伴う
用途変更

4用途地域
から8用途
地域へ
S48.12.15
※2

※1
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平成16年、平成22年、平成30年に行ってきました。
　その間、国においても都市計画法と建築基準法の改正を行
い、昭和55年には良好な市街地環境を形成するため、地区の
特性に応じたきめ細かな街づくりを行う手法として地区計画制
度が創設され、本市においては昭和60年に最初の決定を行
い、現在117地区を決定しています。また、平成４年には用途
地域の細分化（12種類）と市町村の都市計画に関する基本的
な方針の創設等が行われ、平成８年３月に用途地域の細分化を
含め地域地区の見直しを行いました。

■仙台都市計画復興土地区画整理事業

［施行区域整理前図］ ［施行区域整理後図］

■ mk（ ）粋抜（遷変の区地域地び及域区画計市都 2）
都市計画区域名 仙台都市計画区域 仙塩広域都市計画区域

指 定 時 期 T14.3 S3.4 S4.7 S16.9 S30.3 S41.3 S45.8 S48.12 S52.7 S59.1 S62.11 S63.3 H3.3 H8.3 H9.5 H16.5 H22.5 H24.9 H25.10 H30.5

全 計 画 区 域 52.88 52.88 52.88 188.21 188.21 432.95 804.86 804.86 801.07 836.81 836.81 836.81 836.81 892.31 836.71 838.19 892.31 892.31 892.31 889.34

う ち仙台市域内 17.62 50.64 50.64 185.03 185.03 236.85 236.88 236.88 237.05 237.05 347.21 440.84 440.84 442.93 440.84 442.84 442.93 442.93 442.93 442.96

市 街 化 区 域 116.78 116.78 118.37 118.44 131.86 169.13 171.04 179.61 175.03 180.01 178.92 179.61 180.35 180.06

市 街化調整区域 120.10 120.10 118.68 118.61 215.35 271.71 269.80 263.32 265.81 262.83 264.01 263.32 262.58 262.90
用 途 地 域 （住居地域） （住居地域のうち住専） （ 第 一 種 住 居 専 用 地 域 ） 第一種低層住居専用地域

9.11 ̶ 25.88 28.14 29.83 25.88 25.85 24.71 30.79 50.21 51.33 51.48 53.54 56.72 54.33 55.05 55.79 54.63

第二種低層住居専用地域

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.59

（ 第 二 種 住 居 専 用 地 域 ） 第一種中高層住居専用地域

11.55 13.31 14.17 16.61 20.21 20.31 6.91 7.05 7.40 7.45 7.33 7.33 7.33

第二種中高層住居専用地域

14.32 15.05 15.40 15.33 15.33 15.37 15.69

（住居地域） （ 住 居 地 域 ） 第 一 種 住 居 地 域

60.35 48.85 36.08 39.10 40.17 44.82 55.23 55.20 27.94 27.11 27.70 28.09 28.47 28.94 29.52

第 二 種 住 居 地 域

26.55 25.77 26.13 25.62 25.62 25.62 25.09

準 住 居 地 域

0.63 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64

（ 商 業 地 域 ） （商業地域） （ 近 隣 商 業 地 域 ） 近 隣 商 業 地 域

5.02 ̶ 5.50 14.08 14.08 7.80 7.91 5.03 8.23 9.31 9.38 10.60 9.12 9.36 9.50 9.58 9.73 9.73

（ 商 業 地 域 ） 商 業 地 域

8.20 8.16 8.17 8.18 8.92 8.92 8.96 8.82 8.82 9.37 9.37 9.37 9.37

（ 準 工 業 地 域 ） （準工業地域） （ 準 工 業 地 域 ） 準 工 業 地 域

̶ ̶ 2.51 0.70 0.70 5.50 6.51 6.52 6.52 7.48 7.73 8.63 8.77 10.58 11.34 11.47 11.34 10.98

（ 工 業 地 域 ） （工業地域） （ 工 業 地 域 ） 工 業 地 域

1.43 ̶ 7.24 10.13 6.33 4.90 4.16 3.40 3.40 3.40 3.40 5.45 5.06 4.96 4.18 4.18 4.17 4.59

（工業専用地域） （ 工 業 専 用 地 域 ） 工 業 専 用 地 域

15.72 15.72 15.59 13.37 13.27 13.27 14.38 14.79 13.39 14.07 12.25 13.02 12.52 12.50 12.43

未 指 定 0.78 1.28 1.28

摘 要

都市計画
区域決定

都市計画
事業の決定

線引き
制度導入
S45.8.31

第 1回定期
見直し

第2回定期
見直し

第3回定期
見直し

第4回定期
見直し

第5回定期
見直し

第6回定期
見直し

第7回定期
見直し

都市計画
地域の指定
（用途地域）

空地地区
の決定

宮城町と
合併

泉市・
秋保町と
合併

8用途地域
から12用
途地域へ
H8.3.29

全体面積
を精査

都計道の
見直しに
伴う変更

都計道の
見直しに
伴う変更

※1　平成 30年 4月 1日より用途地域に新たに「田園住居地域」が創設された。本市では現時点で未指定。
※2　同時に建築基準法が改正され、建ぺい率、容積率が決定。

■土地利用計画（昭和41年）  ■街路網の構成（昭和41年）  

住宅地区

商業地区

工業地区

文教地区

国道48号

文教地区

住宅地区

住宅地区

住宅地区

住宅地区↑

仙台市域界

住宅地区

工業地区

商業地区 商業地区

商業地区

生産緑地
準工業地域

流通センター

仙台新港

国道
45号

工
業
地
区

国
道
４
号

都市計画区域界
国道、主要県道
市の計画道路30ｍ以上
市の計画道路20ｍ以上

仙台新港

都市計画区域
界

国道48号

東
北
縦
貫
自
動
車
道

国
道
４
号

国道4
5号

仙
台
バ
イ
パ
ス

国道2
86号

戦災復興
に伴う
用途変更

4用途地域
から8用途
地域へ
S48.12.15
※2

※1

7都市計画の変遷
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